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【災害対策型】マイカーローン（三菱ＵＦＪニコス(株)保証）融資要項（統一版） 

 

１．取扱（申込）期限 

   災害発生日より 12か月経過後の月末まで取り扱うものとする。 

 

２．貸付対象者 

(1) 農協の営業地区内に在住または在勤の者であること。 

 

(2) 貸付時年齢が満 18歳以上 75歳未満であり，最終償還時の年齢が満 80歳未満であること。(補足)  

【補足】 

・ 年齢は全て貸付実行（予定）日を基準とする。 

 

(3) 継続して安定した収入があること。ただし，新卒内定者で，入社月の３か月前以降の借入申込み

の場合を除く。 

【特認事務】 

・所得証明書は公的証明書（給与所得者は住民税決定通知書または課税証明書，自営業者は納税

証明書または確定申告書の受付印のあるもの。）を原則とするが，農業者は農協発行の所得証明

書，給与所得者は勤務先が発行した源泉徴収票でも可とする（ただし，手書きの場合は勤務先

の証明印が押印されたものに限る。）。 

・勤続1年未満の場合は，直近３か月分の給与支払明細書を受領する。なお，賞与が支給されて

いる場合には賞与支払明細書も受領する。 

・ただし，申込金額 100万円未満の場合は所得証明書は不要とする。 

 

(4) 信用状況に不安がないこと。(補足) 

【補足】 

・信用状況に不安がないこととは，信用事業の支払延滞，経済事業の所定の期日経過後の未払金

および共済掛金の未払金等がないこと。 

 

 (5)  借入申込者またはその家族の罹災証明書，または被災証明書が確認できること。 

 

３．資金使途 

   申込本人またはその家族が必要とする以下の資金（借入申込日から過去３か月以内に支払済みと

なった資金を含む）。ただし，営業用自動車，個人間売買に伴うものは除くほか，(5)は申込本人分

に限る。(補足) 

(1) 自動車・バイク・除雪機購入（中古を含む。），点検・修理，車検，購入に付帯する諸費用，保険

掛金に必要な資金。 

(2) 営業以外の用途による運転免許の取得資金。 

(3) カーナビ等のカー用品の購入資金。 

(4) 車庫建設資金。 

(5) 他金融機関・信販会社等自動車ローンの借換資金（残価設定型クレジットを含む。）。 
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(6) 諸費用（事務手数料，振込手数料，印紙代）。 

 

【特認事務】 

・原則貸付金は，借入申込者の貯金口座に入金し，ただちに販売業者に振り込むものとする。 

・ただし，手元資金で支払ったものについては，領収書を受領し，借入申込者本人の貯金口座へ

の入金も可とする。 

・カーナビ等付帯設備，登録費用等30万円以下で資金使途が確認できるものについては，借入申

込者本人の貯金口座への入金も可とする。 

・修理費用の場合は，見積書（写）に加え，車検証（写）の提出を受ける。 

・借換の場合は他金融機関・信販会社等で利用中の自動車ローンの返済予定表（写）および残高

証明書（写）または通帳（写）（直近３か月以上）の提出を受ける。 

 

４．貸付金額 

    10万円以上500万円以内（１万円単位）であり，次の条件をいずれも満たしていること。 

(1) 所要額の範囲内であること。 

(2) 組合員以外の個人に対する本ローンを含む小口資金の総与信額が理事会で定める限度額の範囲

内であること。 

ただし，貸付時年齢が満 20 歳未満または満 71 歳以上の場合については，200 万円を上限とし，

満 20歳以上の新卒内定者の場合については，300万円を上限とする。 

 

５．貸付期間 

   次の条件をいずれも満たしていること。 

 (1) ６か月以上 10年（120か月）以内であること。 

(2) 据置期間は新卒内定者のみを対象とし，初回貸付日から貸付対象者の入社前月末日までであるこ 

と（最大３か月）。(補足) 

【補足】 

・据置期間利息の支払周期と据置期間終了後の元利金返済周期を一致させること。 

・据置期限は次の手順により決定する。 

ａ 据置期間利息の支払日（毎月）を決定する。この場合，支払日については農協で特定する

（月末，もの日を避けて特定すること）。 

ｂ 据置期間は入社月の３か月前以降，入社前月末までにおいて，ａにより特定される利払年

月日の中から決定する。 

 

６．貸付金利 

    農協所定の利率とし，次のいずれかの金利種類であること。(補足) 

(1) 固定金利型 

(2) 変動金利型 

【補足】 

・家族について申込本人との同居有無までは問わない。 

・農業従事者に限り，軽トラックを含む。 
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７．担  保 

     担保は設定しない。 

 

８．保    証 

     三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証が付されていること。 

 

９．貸付方式 

     証書貸付とする。 

 

10．貸付実行日 

   任意の日とする。 

 

11．元利金の返済方法 

(1) 元利均等返済とし，毎月返済方式または特定月増額返済方式(補足)であること。ただし，特定月増

額返済による返済元金総額は，貸付金額の 50％以内（1万円単位）であること。 

(2) 返済日は，あらかじめ農協が定めた特定の日とする。 

(3) 一部繰上返済は，約定返済日に行えるものとし，返済額は任意とする。 

(4) 全額繰上返済は，任意の日に行えるものとする。 

 

【補足】 

・特定月増額返済方式とは，毎月返済方式に加えて６か月ごとの特定月に増額して返済する方式

のこと。 

 

12．遅延損害金 

     農協所定の利率とする。遅延している元金に対して請求する。 

 

（注）その他 

   顧客の希望により団体信用生命共済に加入することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

・貸付金利は，保証料率（後取・分割）も含め設定する。 
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附則 

（実施日） 

 この融資要項は，令和３年４月１日から実施する。 

 この融資要項は，令和４年４月１日から実施する。 

 


